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６　監査委員の意見
平成17年8月12日

山梨県知事　山　本　栄　彦　殿
山梨県監査委員　長　　沼　　公　　彦
同　　　　　　　早　　川　　正　　秋
同　　　　　　　横　　内　　公　　明
同　　　　　　　皆　　川　　　　　巖
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平成16年度山梨県公営企業会計の決算審査について
地方公営企業法第30条第２項の規定に基づき審査に付された、平成16年度山梨県公営企業会計の決算審査の結果について、次のとおり意見書を提出します。

Ⅰ　審査の対象

平成16年度山梨県営電気事業会計
平成16年度山梨県営温泉事業会計
平成16年度山梨県営地域振興事業会計
平成16年度山梨県営病院事業会計

Ⅱ　審査の手続

平成16年度山梨県公営企業会計の決算審査にあたっては、各事業が地方公営企業法その他関係法令に基づいて、常に経済性を発揮し、本来の目的である公共の福祉を増
進するよう運営されているか、決算書類が経営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するため、決算書、決算附属書類、諸帳簿及び証拠書類等について
照査し、関係職員から説明を求め、さらに定例監査及び例月現金出納検査の結果を参考にして審査を行った。

Ⅲ　審査の結果及び意見

各事業会計ごとの審査の結果及び意見は、それぞれの項において述べるとおりである。

（1）平成16年度山梨県営電気事業会計

意　　　　　　　見
審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示している。
事業の経営については、事業目的に沿って概ね良好に運営されているものと認められる。
平成16年度の経営状況は、９億1,752万1,246円の純利益を上げている。
前年度に比べ１億7,903万924円の増となっており、経常収支比率は130.2％であり健全な経営に努めていると認められる。
平成16年度の純利益が前年度より増加したのは、供給電力量の低下（対前年度比93.5％）により、電力料収益が6,027万9,887円減少したものの、それ以上に営業費用、支

払利息等の経費圧縮がなされたことによるものである。
公営電気事業を取り巻く環境は、電力小売りの部分自由化や、将来的には電力の全面自由化も検討されており、今後、ますます厳しい状況が予想される。
電気事業の経営にあたっては、引き続き既存発電所の改良や修繕を計画的に進めるとともに、経営の効率化や組織のスリム化により、今後、予測される電力料収益の減少

に耐えうる経営基盤の強化を図り、クリーンエネルギーである水力発電の安定供給と新エネルギーの調査研究に一層努力されることを望むものである。
なお、地域振興事業に対する長期貸付金については、平成16年度からの指定管理者制度及び利用料金制の導入による経営改善の結果、5,500万円が返済された。今後も、着

実に償還計画を実現させ、貸付金を削減していく必要がある。

（2）平成16年度山梨県営温泉事業会計

意　　　　　　　見
審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示している。
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事業の経営については、事業目的に沿って概ね良好に運営されているものと認められる。
平成16年度の経営状況は、6,070万2,318円の純利益を上げ、前年度に比べ3,261万3,692円の増となり、経常収支比率については132.7％と前年度を8.4ポイント上回っている。
経常収支比率が増加した主な要因は、温泉供給収益の増加によるものである。
これは、温泉情報に対する消費者の関心が高まりを見せたことに対し、旅館、ホテル等が積極的に情報の開示を始めるなど経営の改善に努めたことにより給湯量が増加し

たためと思われる。
しかし、石和温泉宿泊者数の減少傾向は依然変わらず、今後、温泉供給収益の大幅な増加は期待できない状況にある。
給湯施設の老朽化に伴う送湯管・配湯管の敷設替工事などの投資とこれに伴う減価償却費の増加も引き続き見込まれることから、今後も厳しい経営環境が予想される。
温泉事業の経営にあたっては、中長期的な視点に立った経営の合理化、事業の効率化になお一層努めるとともに、地元自治体や関係団体等と連携して、源泉の保護と地域

振興に更に寄与することを望むものである。

（3）平成16年度山梨県営地域振興事業会計

意　　　　　　　見
審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示している。
事業の経営については、事業目的に沿って運営されているものと認められる。
平成16年４月から指定管理者制度及び利用料金制の導入により、民間企業の参画を得た新たな経営・運営体制が発足した。利用者数は前年度に比べて施設全体では5,870人

の増であり、特に丘の公園の主力であるゴルフ事業では、7,065人の増となっている。
営業収益は指定管理者からの納入金等１億5,000万6,241円であり、営業費用は減価償却費や借地料等２億9,619万2,818円となった。
この結果、営業損失は１億4,618万6,577円ではあるが、その額は昨年度より２億6,769万844円圧縮された。また、損益勘定留保資金による長期借入金の返済が可能となっ

た。
営業損失が削減されたとは言え、当年度純損失は１億7,087万9,035円、当年度未処理欠損金は29億7,306万5,631円と多額であり、極めて厳しい経営状況にある。
今後も事業の経営健全化に留意しつつ、利用者のニーズに応えられる総合スポーツ・レクリエーション施設として運営がなされるよう、常に状況把握や適切な対処を行っ

ていくことを望むものである。
なお、累積欠損金の増加、長期借入金の返済及び施設・設備の老朽化への対処などが、今後の検討課題である。

（4）平成16年度山梨県営病院事業会計

意　　　　　　　見
審査に付された決算諸表は、地方公営企業法及び関係法令等に準拠して作成され、事業の経営成績及び財政状態を適正に表示している。
事業の経営については、事業目的に沿って運営されているものと認められる。
平成16年度の病院事業全体の経営状況は、19億4,468万5,252円の赤字となっている。
これは、入院及び外来患者の減少による医業収益の減少や新中央病院建設に係る減価償却費が引き続き多額であったことなどによるものである。
一般会計からの繰入金46億942万1,000円は、中央病院の周産期医療や救命救急医療等の高度特殊医療経費及び企業債償還金などに充当されている。
多額の特別利益、特別損失の主な原因は、過年度の経理上の過誤を修正したものであり、一層の経理事務の適正化やチェック体制の強化を図る必要がある。
今後の経営見通しは、平成17年３月に全院開院した中央病院の減価償却費などの諸費用の増加や、多額の企業債償還金の確保に加え、急速な高齢化による医療費の増加に

対する国の医療制度改革などもあり、厳しい状況が続くものと考えられる。
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病院経営にあたっては、公共性と経済性を基本とした公営企業の経営原則に則り、職員のコスト意識の徹底を図るなど、効率的運営と財政の健全化に努力するとともに県
民医療の中心的役割を担う基幹病院として、今後とも、県民の期待に応えることができるよう一層の努力を望むものである。
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